
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

　記録によつて見ると上告人及その代理人は第一、二審とも正規の呼出を受けなが

ら、一回も口頭弁論に出頭せず、被上告人は第一審において所論書証を提出し、第

一審裁判所はこれによつて被上告人主張の事実を認定して被上告人勝訴の判決を為

し、その判決は適法に上告代理人に送達されて居るのである。されば上告人は第二

審において第一審裁判所の認定した事実が主張され、又その事実の立証資料たる所

論書証が提出されるであろうことは十分予想し得べきことであつたものといわなけ

ればならない。そして所論民事訴訟法の諸規定は口頭弁論において当事者の予想し

得ない事項があらわれ、これによつて裁判が為されることを避けんとする趣旨に出

たものであるから、前記の如く上告人において十分予想し得べき場合においては、

前記書証の写の送達がなく、又同証の提出さるべきことが準備書面に記載されなか

つたとしても、原審が右書証によつて事実の認定を為し判決をしたことは違法でな

いものと解するを相当とする以上の理由により上告理由なしとし民訴四〇一条、九

五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
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